
る法案への対応として､保団連

のファックスニュースなどを利

用して審議状況を会員に知らせ

ていく。併せて法案の問題点に

ついて､内部印刷チラシ等も作成･活用す

る｡ 

2.医療事故調パブリックコメントの検討 

…論点整理し､発言内容を討議。届出の

曖昧な定義､訴訟などの目的外使用の禁

止､責任追及を目的としないことなどを

中心にまとめ、期限までに提出する。 

3.個別指導の実施日の変更を認めさせる

運動…一点に絞った要請について､木嶋

顧問弁護士の協力も得ながら新潟県保

険医会と共同で取り組む。 

■その他 

 北信越ブロック会議の準備状況は文

書配布のみ。また以下の3件は未討議と

なった。①大竹進を支援する全国医療

関係者の会から支援依頼 ②生存権裁判

を支援する長野県の会の結成 ③7.2ワク

チンパレードご賛同のお願い 

ては､｢研修施設と地域の開業医の連携強

化が必要である｣に改めることを確認し

た｡③総会で意見が出された会計上の予

備費の規模､位置づけを含めて総務委員

会で協議することとした｡ 

2.総会方針の具体化 

 ①総会方針に基づき､本年度具体化す

る事業について提案があり了承｡ ②経営

対策事業として､来年1月より対応が迫ら

れるマイナンバー制度について秋頃に

会員向け講習会を実施する。 

3.役員体制について 

 本年度は会長の負担を軽減しつつ､副

会長､理事の役割分担をしていくことを

確認。 

■医療運動の関係 

1.医療情勢並びに医療保険制度改革関連

法廃案の運動… 5月成立も考えられてい

長野県保険医協会の会員数 5月1日
現在1,330人（医科741人、歯科589人） 
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 県保険医協会の「税務・経営電話相談」

は、顧問税理士の土屋信行氏により、次の

通り実施しています。 

◆平日の受付時間 

 10：00～12：00、13：00～16：00 

◆受付電話 0269-33-3265(しらかば会計

事務所)  

 なお、土屋税理士(写真)が不在の場合は会

員である旨と連絡先を伝言下さい。改めて税理士の方から連絡を致します。 

  

在宅自己注射指導管理料 

Ｑ1 他院から転院してきた患者で、転

院前からインスリンの自己注射を行っ

ていた患者について、当院の初診時に

在宅自己注射指導管理料を算定したら

返戻された。どうしたらいいか。 

Ａ1 2014年4月の改定で、在宅自己注射

指導管理料の算定要件に「在宅自己注

射の導入前に，入院又は週２回以上の

外来，往診若しくは訪問診療により，

医師による十分な教育期間をとり，十

分な指導を行った場合に限り算定す

る」との規定が加わっている。初診時

に算定した場合、入院又は週２回以上

の外来等による導入期の指導があるか

分からないため返戻されるケースがあ

る。他院に入院して指導を受けている

場合や、他院で既に自己注射を行って

いた患者の場合は、その旨コメントを

つけて請求する。 

Ｑ2 １年前に在宅自己注射指導管理料

を算定してエピペンを処方した患者

が、薬の期限が切れたため再度処方す

ることになった。1年ぶりに同管理料を

算定する場合にも、週2回以上の外来又

は往診等が必要なのか。  

  2000年の信濃路集会

を皮切りに､福井､金沢､

富山､新潟と交流の輪を

広げようと始まった北陸信越学術集会｡ 

今年は､福井市で開かれます｡ 農民運動

や農村医療､現地の特色ある研究集会で

しっかり学び､交流します｡ どなたでも

参加でき

ます。皆

さまのご参加をお待ちしています。 

日時 ６月27日(土)午後２時～４時 

場所  福井県医療生協光陽生協クリ

ニック２階会議室 (福井市光葉 3‐9‐

23) 福井駅より「すまいるバス」西ルー

ト照手・足羽方面で13分、光陽生協病

院口下車(100円）。専用駐車場完備。 

講演 「福井における原発ゼロをめざす

 保険請求や医療保険の動向等 

 長野県保険医協会関係の会議等動向を下記に

掲載。場所記載なしは長野市で開催又は実

施。4地区Web会議は長野佐久松本飯田を結ん

で。[ ］内は担当役員及び事務局名で一部に

略あり。保団連会議は保団連役職名で記載。 

4/21*医療事故調査制度パブリックコメント送付 

 
Ａ2 既に在宅

自己注射指導

管理料を算定

したことがある患者については、既導

入者となるため、週２回以上の指導を

改めて行わなくても算定できる。な

お、転院等により初診料の算定日に同

管理料を算定する際は、コメントが必

要となる。 

 

ＣＡＤ/ＣＡＭ冠材料８社に 

 CAD/CAM冠用材料は、導入の2014年

４月にはジーシーの１社のみだったが、

５月１日現在、次の８社から出てい

る。括弧内は各社の最初の製品の保険

適用年月。株式会社ジーシーデンタル

プロダクツ(2014.4)、スリーエムヘルス

ケア株式会社(2014.5)、カボデンタルシ

ステムズジャパン株式会社(2014.6)、山

本貴金属地金株式会社(2014.7)、株式会

 

社滋賀松風(2014.8)、クラレノリタケデ

ンタル株式会社(2014.10)、ヘレウス ク

ルツァー ジャパン株式会社(2015.3)、

株式会社ニッシン(2015.5) 

運動の現状と課題」林広員氏 (原発問

題住民運動福井県連絡会事務局長) 

演題  1.トンネル工事における騒音性難

聴 2.長野県中山間地域での医療 3.福

井地裁の

じん肺南

部裁判勝利判決 4.薬局における無料

低額診療 5.地域包括ケア 他 

※参加費無料:参加ご希望の方は下記連

絡先の現地世話人までご一報を。 

連絡先 現地世話人 平野治和(光陽生協

クリニック)Tel;0776-24-3310 Fax;0776-

24-5738 全国世話人 河原田和夫(長野

市・あおぞら診療所いまい） 

「会員広報室」欄では、会員の院所での取り組

みや地域での活動を紹介できます。投稿又は編

集部への取材要請により紙面をまとめます。 

 

4/23*グループ保険並びに保険医年金制度生保

会議[原事務局員] 

4/24*医療改革関連法案衆議院厚労委員会可決

抗議声明を発表*歯科部会4地区Web会議で開催

[市川副会長,奥山,布山,池上,下條各常任理事,

久根下,長谷川,小林各部員] 

4/28*保険学術委員会3地区Web会議で開催[野口,

矢崎各副会長] 

5/1*個別指導選定委員会関係資料開示 

5/7*北信越ブロック事務局長Web会議[宮沢事務

局長] 

5/8*県社会保障推進協議会(以下で社保協)事務

局会議並びに福祉医療給付制度の改善をすす

める会（以下ですすめる会）事務局会議[宮沢

事務局長] 

5/10*保団連地域医療部会が東京で[市川理事,

奥山部員,宮沢事務局長] 

5/11*医療団体連絡懇談会が松本で[宮沢事務局

長] 

5/15*特養入所者の医療アンケートを医科会員並

びに施設へ送付*社保協運営委員会[宮沢事務

局長] *社保協国保部会[宮沢事務局長,青木事

務局員] *本紙に対する第三種郵便の定期調査

で「定期刊行物の発行部数及び販売状況の報

告書」を郵便事業株式会社長野支社に提出[三

田事務局員] 

5/16*すすめる会総会[宮沢事務局長,増田,青木

各事務局員] 

5/17*保団連社保部会（医科）が東京で[増田事

務局員] 

5/19*歯科部会4地区Web会議で開催[鈴木会長,市

川,宮沢副会長,奥山,布山,林,池上,後藤各常任

理事,長谷川,小林各部員] 

 7時40分～10時15分 県下4地区

結ぶweb会議 出席役員:市川,宮

沢,矢崎各副会長,奥山,河原田,

多田,布山,林,三田各常任理事 

議長: 野口副会長 

■前回議事要録の確認 

 ３月度の理事会及び常任理事会の議

事(本紙前号参照)要録を承認｡ 

■会務報告･会計報告等 

 1.4月会務報告及び１月度会計報告…会

計報告承認。2.新規事務局員募集…本

年度2名の事務局員が退職することに伴

い､2名の事務局員募集を行う募集スケ

ジュールを確認｡中途採用の場合には可

能な限り引継ぎ期間を設ける｡ 

■総会方針の具体化  

1.第36回定期総会運営のまとめ 

 ①記念講演の参加状況は100名で､内容

的にもタイムリーであり概ね好評であっ

た｡ ②総会の議事要録及び決定事項を確

認した｡なお､参加会員より意見があった

｢軋轢が生じている｣といった表現につい

  

グループ保険の更新について 

 県保険医協会が運営している死亡保

障の団体定期保険「グループ保険」の

更新日は８月１日です。６月17日まで

のキャンペーン期間中に増額・減額・

脱退などのお申込のない加入者につき

ましては、そのまま2015年８月１日で自

動更新となっています。本制度は65歳

(年齢は保険年齢)までの本人保障額は

4,000万円が上限で、66歳以上の上限は

1,000万円、76歳で脱退となっており、

一部加入者につきましては年齢に応じ

て脱退もしくは保険金額の減額や保険

料月額の変更がありますのでご注意く

ださい。 

 なお、もう一つの制度である県保険

医協同組合運営の「やまびこ共済」に

つきましては、2015年８月１日より新し

い制度である保険医共済会の「新グルー

プ保険」へ現在包括移転手続中です。

保険医協会のグループ保険とは保険料や

保険金上限など違いがございますの

で、ご不明な点やお問合せがございま

したら長野県保険医協会(026-226-0086)

もしくは長野県保険医協同組合(026-

223-0345)までお問い合わせ下さい。 


